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1. エグゼクティブサマリー 

本調査では、日本にとっての主要貿易相手国である中国、韓国、ASEANに加えて、2020年より原産地証明の電子

手続きを運用開始したインドについて、EPA原産地証明に関わる電子手続きにおける課題点等を調査することで、

日本が同様の制度を導入する場合において必要な検討や対応を検討した。 

中国や韓国、ASEAN、インドでは、国主導で貿易手続きの電子化を実現するためのシングルウィンドウ若しくは

代替的な貿易プラットフォームを構築し、既に原産地証明の電子手続きを実行している。中国に関しては、一帯

一路政策の一環としてFTA署名国を中心とした相手国とシングルウィンドウを接続して原産地証明手続きを含め

た貿易手続きの電子化を進めている。韓国では電子貿易促進法（産業部の貿易政策課が管轄する法律）に基づい

て原産地証明手続きシステムが構築されているが、関税庁と産業通商資源部管轄下のKTNET（韓国貿易情報通信）

のシステムがダブルトラックで運用されている（なお、いずれの場合も原産地証明書の審査と発給は大韓商工会

議所が実施している）。ASEANに関しては、現状はASEAN Single Window（ASW）を中核にASEAN域内におけるシン

グルウィンドウを経由した原産地証明書の電子的交換が実現している。また、インドにおいても2020年以降、原

則として紙媒体の原産地証明書の発給を停止し、商工省商務局・外国貿易部（DGFT）が構築・運用する電子原産

地証明プラットフォームを実装し、FTA/PTA署名国の当局はプラットフォーム上で原産地証明書の信頼性を検証で

きる仕組みを構築している。 

しかしながら、原産地証明の電子手続きを運用後、手続きが正常に遂行されない等のトラブルが発生している模

様である。例えば、インドがAIFTAに基づく電子原産地証明書の運用を開始したところタイやベトナムからの特

恵関税が適用されず、結局は紙媒体での申請が併用されているケースがある状況を鑑みると、電子原産地証明書

の真正性に向けた電子署名等の実装においては課題が残る状況である。 

従って、今後日本における原産地証明手続きの電子化及び原産地証明書の電子化の運用においては、貿易相手国

における電子原産地証明書の真正性判断基準を満たす原産地証明書の電子化が大きな課題になると考えられる。 

 

尚、本報告書において、原産地証書類の「電子的交換」とは電子データ交換（EDI）及びPDFファイルでの提出

の両方を含意している。調査対象国別に「電子的交換」が電子データ交換（EDI）及びPDFファイルでの提出のい

ずれに該当するかを補記した。また、インドのように公開情報のみでは判断が困難である場合は、その旨を補記

した。  
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図 2-6 一般原産地証明書申請情報記入画面イメージ 

 
出典：原産地証明書操作マニュアルよりNTTデータ経営研究所が作成 

図 2-7 目的地国家/地域選択/HSコード選択プルダウン画面 

 

出典：原産地証明書操作マニュアルよりNTTデータ経営研究所が作成 

目的地国家/地域選択プルダウン画面 貨物情報HSコード選択プルダウン画面
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なお、中国電子口岸データセンター関連会社へのヒアリング内容によれば、原産地証明書等の電子情報交換シス

テムの構築にあたっては、以下のフローで実施されたとのことである。 

1) 相手国を訪問し、業務レベルにおいてはデータ共有について提供可能なデータと提供不可能なデー

タの共通認識を持つ。技術レベルにおいては、中国と相手国の貿易関連システムが異なるため、シ

ステム連携に関する課題や基準を定める。 

2) 基準を定めた後、中国電子口岸データセンターの主導のもとに他国との接続が行われる。ただし、

システム連携が実現するまでの工期は相手国によってさまざまである。例えば、2003年に香港と

CEPAを結び（中国本土と香港の経済貿易緊密化協定）、香港から中国への輸入時関税が免除される

ことから、香港の原産地証明書が必要とされるようになり、香港のシステムに接続するには約半年

かかった。それに対してパキスタンに接続するのに約2～3年間を所要した。ただし、モンゴルと

は実現していない模様である（公開情報ではシステム運用開始の官報が確認できていない）。 

3) 相手国との接続後、原産地証明書データと輸出入申告書データの交換が開始される。例えば、中国

から輸出入申告書がチリに送信されると同時にチリが発給した原産地証明書と輸出入申告書も中国

が受信する状態になる。 

上記の他、電子情報交換システムの接続実施について、シングルウィンドウ構築運営関係者へのヒアリングによ

り、以下のコメントが得られた。 

 相手国がシングルウィンドウを構築していない場合は、中国のシングルウィンドウを相手国の税関シ

ステムに接続した。原産地証明業務が行われているのであれば接続できるが、シングルウィンドウが

あれば更に便利になる。 

 中国のシングルウィンドウとのシステム連携にあたりセキュリティを懸念している国に対しては、専

用回線若しくは暗号化されたインターネットで接続した。 

  









17 

FTA Koreaは貿易相手国の貿易プラットフォームとのデータ連携（EDI、XML文書）を実装している。貿易相手国

とのデータ送受信においては、暗号化された電子文書方式で送受信され、かつシステム自体が二重化でバック

アップされている。このように、FTA Koreaはデータの保管、管理において、法定施設基準に準拠したセキュリ

ティ対策を実装している。 

一方、韓国国内では韓国貿易情報通信（KTNET）が構築したFTA Koreaの他に、韓国関税庁が構築したEODESが

並立している。 

上記の背景として、関税庁が通関自動化においてEDIを利用し始め（KTNETも1989年から関税庁に先立ちEDI

を利用し始めている）、その際に国は政府関連機関が関税庁法令に基づいて電子文書を送受信するように定められ

ていた。これにより、政府関連機関が文書を検証し、収集・保管・転送するような運営で、万が一、事後紛争な

どがあった際に証明するなど、基本的なインフラを構築して、運営できるような仕組みとなっていた。現在では

関税庁に加えてKTNETでも信用状、原産地証明書、Letter of Guaranteeなど約10種類の文書を、基盤施設を経

由するよう国が規定（電子貿易促進法）している。KTNETでは、この10種類の文書だけでなく、700～800種類の

文書を管理しているが、これらの文書はUtradeHubの中継システムを通じて大企業は直接自社のERPシステムと

連携してやり取りしている。一方、中小企業は費用面の理由からERPを実装していないことが多く、その場合は

UtradeHubにアクセスして業務処理出来るサービスを提供している。 

なお、原産地システムの利用状況及び原産地証明書発給件数の内訳として、ベトナムへの発給数を調査したとこ

ろ、2020年においては57,907件であった。左記の数値は関税庁管轄のサイト「yes FTA」を通じてCO-PASSから

原産地証明書発給統計情報の項目を参照し、協定別で協定区分を全体及びFTAに指定し、年度別に韓国ーベトナ

ム間で検索した結果である(全体及びFTA共に同じ数値)。 

また、上記サイトでは商工会議所から発給されたのか、関税庁で発給されたのか、詳細については明記されてお

らず、発給件数と総額(2020年は7,362,495,658ドル)のみが明記されていた。このため、特恵・非特恵及び発給

機関ごとの内訳は不明であった。 
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図 3-8 CO-PASSのトップ画面 

 

出典：CO-PASSの公式WEBサイト20をもとにNTTデータ経営研究所が作成 

図 3-9 CO-PASSの原産地証明書情報照会画面（左：項目の和訳、右：実際の画面） 

 

出典：WEB公開情報21をもとにNTTデータ経営研究所が作成 

関税庁では、原産地証明手続きの改善による迅速な通関手続きやFTA利用促進、貿易環境の高度化に向けた世界

の動きを受け、現在はブロックチェーン技術を活用した実証実験に取り組んでいる。 

                         
20 https://www.customs.go.kr/ftaportalkor/ad/ftaEodes/COinfo.do?mi=3538 
21 https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=mokcus29&logNo=220898424661&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 
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実証実験関係者へのヒアリング及び公開情報によれば、韓国の関税庁と海洋水産部、海運会社などが参加した官

民合同海運物流ブロックチェーンコンソーシアムを通じて輸出入書類の偽造・変造の確認などの事業を行い、ブ

ロックチェーン技術の妥当性を検証する。 

また、韓国は自由貿易協定署名国との貿易の比重が高いため、物流費用の節減と輸入企業の利益拡大のために事

業を推進している。更に、先進的なブロックチェーン事業の適用を通じて国際物流分野のブロックチェーンの標

準化の先占を狙う。そのため、現在韓国とベトナム間でブロックチェーン技術を活用した実証実験が行われてい

る。韓国とベトナムを基準に約1034億ウォンの費用削減と企業の競争力の向上につながることが期待される。 

なお、実証実験においては、韓国のマクエニ社が関税庁主管のブロックチェーン基盤を活用した原産地証明書発

給・交換サービスのモデル事業に選定されている。 

図 3-10 ブロックチェーン技術を活用した原産地証明手続きの迅速化・貿易環境高度化の実証実験 

 
出典：WEB公開情報22、ヒアリング結果よりNTTデータ経営研究所が作成 

② FTA Koreaの機能及び利用方法 

FTA Koreaの主な機能は、協定や原産地規則、HSコード等の確認、申請者の基本情報の登録管理、原産地判定管

理、原産地証証明書発給・流通・保管等である。FTA Koreaの公式WEBサイトが公表している具体の機能、サービ

ス概念図は下図表の通りである。 

 

 

 

 

                         
22 https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=72385, http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2018050202150251753001 

• 韓国‐ベトナム間で、ブロックチェーンベースの電子原産地証明書データ交換システムをテスト構築する
• 税関の担当者が原産地証明の申請を処理・管理、輸出者が関連情報をFTAポータルおよびモバイルなどを通じて
• 照会する機能を構築する
• ベトナム側から送信された通関情報を活用するため、ブロックチェーンと税関通関システムを連携する機能を構築
• 韓国-ベトナム間の電子データ交換のため、双方向でデータ送受信ができるプラットフォームを構築する
• 韓国関税庁が送信した電子原産地証明と通関情報の照会、および個別電子原産地証明の通関情報入力が可能
なWebベースの画面をベトナム税関と輸入者に提供する

• 韓国関税庁、ベトナム税関、韓国側輸出者、ベトナム側輸入者の4つのノードをブロックチェーン上に構成する
• オープンソース基盤であるプライベートブロックチェーン（一組織内で管理されるブロックチェーン）を活用する

• 韓国の貿易では、自由貿易協定国との貿易の割合が高いが、電子原産地証明書類の授受・審査手続きによる物
流遅延が原因で、FTA活用率は低調のままである

• 現在、国際的に高い安全性をベースに信頼性の高い情報をリアルタイムで共有するためのブロックチェーン技術を、
貿易産業へ適用する動きが活発化している

• （FTA輸出利用率の増加）原産地証明の発行・審査手続きの簡素化による迅速通関により、輸出企業のFTA輸出
利用率が増加、企業の利益向上が期待できる

• （輸出企業の物流コスト削減）原産地証明書の原本提出不要、審査時間の短縮などで、韓国-ベトナムの年間物流
• コストが約245億ウォン削減する効果が期待できる
• （輸出競争力の強化）ブロックチェーンベースの信頼性が保証された電子原産地証明発行によって国の信頼性向
上、迅速通関とFTA輸出活用増加により企業の競争力向上が期待できる

• （新技術ベースのシステムの信頼性向上）ブロックチェーン技術の先導的な適用により、貿易分野ブロックチェーン
市場の先取り、および新技術を適用した電子通関システムの海外輸出の拡大が期待できる

実証実験
概要

背景

期待効果
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図 3-13 原産地証明書の分類及び発給方式 

  

 

出典：大韓商工会議所WEBサイト、ヒアリング内容よりNTTデータ経営研究所が作成 

また、原産地証明書発給における料金を下図の通り整理した。申請においては関税庁システム、KTNETシステム

共に無料であるが、審査及び発給においては関税庁経由が無料であることに対し、大韓商工会議所では有料と

なっている。 

利用料金の設定に関して、関税庁は特恵原産地証明書のみ発給できるのに対し、大韓商工会議所は特恵原産地証

明書、一般原産地証明書を共に発給可能できる。大韓商工会議所の年間発給件数が関税庁の倍以上であることか

ら関税庁が無料、大韓商工会議所が有料となっている 27。 

なお、KTNETシステムが税関庁システムよりも発給件数が倍以上多い背景を調査すべく、貿易実務者会員制サイ

ト28に登録している会員に対し、上記の両システムの使用者の立場からの感想を質問したところ、以下の回答コメ

ントが得られた。 

 大韓商工会議所管轄の原産地証明書センターの発給システムの方が使いやすい。大韓商工会議所で原産地証

明書の発給の際に当メインページからそのまま証明書の発給ページにつながる等、操作がシンプルである。 

 それに対し、関税庁の方はメインページから原産地証明書発給するページを探しにくく、その他手続きが大

韓商工会議所管轄の原産地証明書センターの発給システムと比較して複雑であるため使いづらい。 

                         
27 https://cert.korcham.net/html/content.htm?serviceID=jgW3tFz0T/KaxMC8rNimAw&location=/html/guide/sign/sign04 

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=005&aid=0000006872 
28 https://cafe.naver.com/infotrade/ 

原産地証明書の種類

特恵原産地証明書 非特恵原産地証明書

• 関税緩和対象ではない、有償または無償で輸出する物
品に対して発行する原産地証明

• 海外バイヤーの自国内の原産地表示問題および不公
正貿易行為(ダンピング)調査等を理由に必要とする原
産地証明

• FTAによる関税緩和対象輸出品の原産地証明
• APTAによる関税緩和対象輸出品の原産地証明
• 一般特恵関税(GSP)原産地証明
• 発展途上国間の特恵貿易制度(GSTP)による関税緩和
対象輸出品の原産地証明

• GATT発展途上国間の関税緩和対象輸出品の原産地
証明

原産地証明書の発給方式

機関発行 自律発行

定義

定義
協定で定めた方法及び手順に沿って、輸出当事者が当該
物品に対して原産地を確認し証明書を作成後、署名し利
用する制度（認定事業者）

協定で定めた方法及び手順に沿って、原産地国家の税関
当局、その他発行権限のある機関が、当該物品に対して
原産地を確認し証明書を発行する制度

大韓商工会議所税関、大韓商工会議所
発給
機関
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図 3-22 原産地証明書の印刷画面 

 

出典：原産地証管理システムFTA KOREAユーザーマニュアルよりNTTデータ経営研究所が作成 

韓国関税庁に提出する原産地証明書は、電子媒体や紙媒体のいずれも認められている。現状、電子データをシス

テムにアップロードして提出するケースが大勢である。PDFファイル及び紙媒体のコピー版を提出する場合は、内

容が原本と同じであることの注釈及び署名の記載が必要となっている。 

なお、署名の記載については、大韓商工会議所管轄の原産地証明書センターの発給システムを利用する際に、原

産地証明書センターのサイト内に個人情報の利用の同意及び署名を登録してサイト内の書式を通じて情報を入力

すると自動的に署名まで入力され、そのまま提出が可能となっている32。 

                         
32 https://cert.korcham.net/html/content.htm 



31 

図 3-23 原産地証明書の提出方式 

 

出典：ヒアリング内容をもとにNTTデータ経営研究所が作成 

 ステップ9：貿易相手国への提出 

発給済の原産地証明書は同サイト内のリンク先を通じて貿易相手国に提出できる。 

台湾を貿易相手国とした場合、発給済の原産地証明書をUtradeHubで送信し、KTNETと台湾のTrade-Vanを経て

輸入者に送信される。 

なお、原産地証明書はUtradeHubから貿易相手国に自動転送されるわけではなく、発給された証明書の真偽を関

税庁のCO-PASSを通じて照会及び確認のうえ、Trade-Van等に共有される33。CO-PASSでの審査等のステータス確

認は関税庁通関システムにユーザー登録することで可能となる。全体のフローとしては、①関税庁通関システム

にユーザー登録→②電子認証書購入→③ログイン→④証明書作成→⑤税関承認→⑥発給(印刷)・同サイト内のリ

ンク先(交易国によって異なる)を通じて提出→⑦審査状況等の確認、となる34。 

 ステップ10：貿易相手国がデータを受け取る 

韓国が貿易相手国の場合：輸入関税庁がデータを受信後、大韓商工会議所の照会画面を通じて、有効性確認を取

る。 

台湾が貿易相手国の場合：輸入者が台湾の関税庁に提出する。また、発給された証明書の真偽をCO-PASSを通じ

照会・確認を行う。 

 

 

 

 

                         
33 https://www.customs.go.kr/ftaportalkor/ad/ftaEodes/COinfo.do?mi=3538 
34 https://www.customs.go.kr/ftaportalkor/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=3400&cntntsId=1060 
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 輸入通関における原産地証明書の扱いについて 

韓国の輸入通関は、貨物の搬入（保税区）→要件具備（輸入側の荷主）→輸入申告（輸入申告者）→申告書処理

（税関）→関税等の事前納付（輸入申告者）→申告受理（通関システム）→貨物引渡し（保税区）→関税等の事

後納付（輸入申告者）のフローとなる35。 

輸入申告における原産地証明書の審査においては、一般的には①電子データ交換（EDI）、②原産地証明書の原本

をスキャンしたPDFファイルでの提出、③紙媒体の原本提出、④紙媒体のコピー提出、⑤輸入申告時の書類提出

の猶予、の5パターンが想定される。 

韓国の場合は、輸入申告時における原産地証明書の提示は通関専用ポータルサイト（UNI PASS）を経由する方式

（上記の①）となる36。韓国の場合、UNI-PASSを経由して協定関税適用申請書に原産地証明書関連情報を入力する

ことで、輸入申告が可能となるシステムである。 

なお、現地の通関士から得た情報によると、韓国の輸入申告者が輸出者から原産地証明書情報を取得する方法は

自律発給（自己証明）と機関発給（第三者証明）によって異なる。自律発給は、米国、欧州などのような先進国

とのFTA協定に基づき原産地証明書を発給する方法である。例えばEU韓国FTA議定書では、原産地証明書は輸出

者が作成し、輸出者によって発給された場合、原産地証明の検証を経ることなく特恵待遇の付与を受けると定め

られている。このため、自律発給の場合は電子原産地証明書などの活用はない。 

一方、機関発給による原産地証明書の場合は、各国の商工会議所と税関等の国家機関で原産地証明書の発給を最

終承認するため、承認手続きが完了した原産地証明書は、それぞれ固有のコードが付与される。 

その際、FTA署名国間における電子原産地証明書交換システムが施行された国の場合、韓国税関と署名国間の電

子的交換によって、その原産地証明書発給の情報が税関のUNIPASSを介して自動的に受信される。つまり、電子

的交換システム実施国で原産地証明書が発給された場合は、原産国の情報は電子データ化されてUNIPASSシステ

ムに転送される。 

実務的には、韓国が輸入国である場合、輸入者は外国の輸出者から原産地証明書のコピーを受領し、輸入申告す

る場合は、協定関税適用申請書に原産地証明書発給番号を記載する。その番号を使用して、税関で既に保有して

いるUNIPASS上の情報と輸入申告された内容が審査される運びとなる。 

実際の輸入申告業務は、以下（FTA署名国が相手国の場合）プロセスとなる37。 

 ステップ1：UNI-PASSに申込／ログイン 

韓国国内の輸入者（荷主、通関事業者等）は、輸入申告において、UNI-PASSを通じた電子手続きを実施する。

従って、国内の全ての輸入者はUNI-PASSへの登録が必要となる。  

 

                         
35 https://www.customs.go.kr/kcs/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2819&cntntsId=817 
36 https://unipass.customs.go.kr/csp/index.do 
37 https://fta.go.kr/kr/usePopup/import/Usepop003_4.jsp?step=4 
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図 3-24  UNI-PASSへの登録画面 

 

出典：UNI-PASSの公式WEBサイト38 

図 3-25 ログイン画面 

 

出典：UNI-PASSの公式WEBサイト39 

 

 

 

 

                         
38 https://unipass.customs.go.kr/csp/index.do 
39 https://unipass.customs.go.kr/csp/index.do 
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 ステップ2：通関業者の登録 

UNI-PASSに登録後、実際に通関業務を実施する者（通関業者）を登録する。 

図 3-26 通関業者の登録画面 

 

出典：UNI-PASSの公式WEBサイト40 

 ステップ3：輸入申告書類の作成・提出 

輸入申告書、協定関税適用申請、価格申告書などを作成する。全ての申告業務は、そのメニューから作成され、

そのメニュー上で申告業務をクリックした後、詳細ページで申告書を作成する。 

 

図 3-27 各種書類の電子提出用画面 

 

出典：現地通関事務所よりLiahson & Company経由で情報提供 

                         
40 https://unipass.customs.go.kr/csp/index.do 
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図 3-28 輸入申告書の一般的な事項を入力する画面 

 

出典：現地通関事務所よりLiahson & Company経由で情報提供 

図 3-29 輸入申告書に貨物内訳、HS-CODE、関税率、関税減免適用等を入力する画面 

 

出典：現地通関事務所よりLiahson & Company経由で情報提供 

 

 ステップ4：協定関税適用申請書の作成・提出 

輸入申告においては、原産地証明書に基づく協定関税適用申請書を作成する必要がある。同申請書には原産地証

明書の発給機関、発給日・作成日、原産地、原産地証明書番号等の入力が必要である。 
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図 3-30  UNIPASS上協定関税適用申請書作成画面 

 

出典：現地通関事務所よりLiahson & Company経由で情報提供 

 

図 3-31 協定関税適用申請書の詳細情報を入力する画面 

 

出典：現地通関事務所よりLiahson & Company経由で情報提供 
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図 3-32 協定関税適用申請書（一部和訳） 

 

協定関税適用申請書は輸入申告書と同時に税関に送信される。従って、輸入申告書を受理した税関では、輸入申

告書と協定関税適用申請が同時に受信される。税関では輸入申告書の内容と協定関税適用申請書の内容を全て一

括して審査する。 

 ステップ5：輸入申告済証書の受領 

輸入審査完了後、輸入申告済証書が発給される。出力方法は、UNI-PASSにログイン後、「通関書類出力」から輸

入申告済み証書を選択してPDFファイルの保存若しくはプリントアウトする41。なお、輸入申告済証を取得する際

には、事業者登録番号や届出日等を入力する必要がある。 

また、輸入申告済証には、偽造防止の観点から、関税庁のロゴやシリアル番号、2次元バーコード等が表示され

ている。42 

                         
41 https://www.firstbdg.co.kr/yc5/bbs/board.php?bo_table=kcs&wr_id=25&device=pc 
42 https://m.blog.naver.com/ksh388/222096122467 
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図 3-34 輸入申告済証のサンプル 

 

出典：WEB公開情報44 

 

 

 

                         
44 https://m.blog.naver.com/ksh388/222096122467 
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4. ASEAN及びインドの状況 

① タイにおける構築状況（Thailand National Single Window46／NDTP47） 

以下、タイにおける主に原産地証明手続きに関する公開情報を整理した。なお、タイにおいては原産

地証明の際、特恵原産地証明書についてはタイ商務省外国貿易局（DFT）48、非特恵についてはタイ商務

省外国貿易局（DFT）、タイ商工会議所（TCC）49、タイ工業連盟（FTI）50に申請する。このため、申請時

のシステムは発給機関を利用し、それぞれの機関のシステムがNSWに連携されている構造となってい

る。 

本稿においては、特恵及び非特恵両方に対応しているDFTにおける原産地証明手続きの電子化状況を

整理した。 

 システムの使い方（申請者側）51 

1) ログイン 
2) 申請者選択 
3) 電子原産地証明書のフォーマット選択 

A) EDI 
B) デジタル署名(Digital Signature) ※電子原産地証明書はこれを選択 
C) 電子署名・印鑑(Electronic signature and seal) 

4) 法定代理人を選択（法定代理人） 
5) 「新規作成」又は「以前のデータから作成する」を選択 

（「以前のデータから作成する」の場合は、参照番号を入力 
6) 申請区分を選択 
7) 仕向地での受取者を入力 
8) 輸出方法、情報を入力（例、船、2021/03/03 大阪港、船名○○、B/L番号○○○） 
9) 第三国インボイス、Back-to-Back COなど審査に必要な書類情報を入力 
10) 製品情報を入力 
11) 申請フォームの保存を選択 
12) Invoice、Bill of landing等の書類をアップロード（※デジタル署名付きPDFファイル） 
13) （上記のプロセスで申請完了）必要に応じて承認状況を別途確認する 

 申請者が使うURL 

- タイ商務省外国貿易局 原産地証明書発給システム（https://edi.dft.go.th/） 

 

 

 

                         
46 https://asw.asean.org/index.php/nsw/thailand/thailand-general-information# 
47 

http://www.customs.go.th/cont_strc_simple_with_date.php?lang=th&top_menu=menu_homepage&ini_menu=menu_public_relations_16

0421_04&left_menu=menu_public_relations_160421_04_160421_01&current_id=142328324148505e4e464a4f464b47 
48 https://edi.dft.go.th/ 
49 https://drive.google.com/file/d/1rvTCVmJ1MFMCE0rxMZQSy01ilWHLvxyQ/view 
50 https://fti.eco/Home/manual/Exporter_Shipping_Manual.pdf 
51 http://edi.dft.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=1DFyU6JhQlo%3d&tabid=37 

https://www.dft.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=T7YOqJp-50s%3D&portalid=0&language=th-TH 

https://www.dft.go.th/Portals/0/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%94%E0%B8%B2

%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%

B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2/eFormD_ASW16112561_1.pdf 
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 他国とのシステム連携実績、連携に向けた他国との協議状況 

- ASEAN9ヶ国と電子原産地証明書に関して連携済み （ブルネイ、インドネシア、カンボジ

ア、ラオス、ミャンマー、マレーシア、フィリピン、シンガポール、ベトナム）52 

- 2019年7月9日の記事によれば、タイNSWは中国と韓国の接続を目指すとの記事があるも

のの、その後の進捗に関する情報は確認できない。53 

 既存のシステムに新たな国が追加で参加する場合のシステムの接続方法 

- ASEAN物品貿易協定（ATIGA）の第8付属書である「運用上の証明手続き書に基づき、電子

原産地証明書（e-Form D）は「ATIGA e-Form D」にかかるプロセス仕様・メッセージ実施ガ

イドライン」に従って交換することが求められる。54,55 

- ASEANの国が新たにASEAN Single Windowに接続する場合は、ATIGA e-Form D」にかかるプ

ロセス仕様・メッセージ実施ガイドラインに従って接続する。56,57 

1) 自国NSWからデータをASW Gateway（米AXWAY社製）に送受信 
2) ASW GatewayからSOAP/HTTP/S接続にてリバースプロキシーを経て相手国のASW 

Gatewayにデータが送受信される 
3) 相手国のASW Gatewayから相手国NSWにデータが送受信される 

- なお、地域ポータル(Reference Data Services (RDS)とManagement Information System 

(MIS)（ASEAN Single Window Regional Services Portal）)としてサーバーも存在している

が、関税コードなど共通データの参照、データ集計・提供することが目的である。58 

- 米AXWAYS社を採用した理由は、ASEAN Single Windowは米国際開発庁（USAIDの資金援助を

受けたプロジェクトであることが背景にあると考えられる。 

 発給された原産地証明書データが輸入国側システムで受け付けられるよう互換性を持たせるため

の手法59
,
60 

- ASEAN物品貿易協定（ATIGA）の第8付属書である「運用上の証明手続き書に基づき、電子

原産地証明書（e-Form D）は「ATIGA e-Form D」にかかるプロセス仕様・メッセージ実施ガ

イドライン」に従って交換することが求められる。 

- データ連携はebXML形式によって実装されている。 

 セキュリティ対応 

- 電子原産地証明書のデジタル署名付きebXML形式、公開鍵基盤（PKI）、HTTPSを活用してい

る。61 

                         
52 https://mgronline.com/business/detail/9630000011905 
53 https://www.bangkokpost.com/business/1709243/3-more-countries-for-nsw-system 
54 https://asean.org/storage/2012/05/ATIGA-08-Annex-8-amended-OCP-to-allow-AWSC-endorsed-AFTAC33.pdf 
55 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2019/9d8b72af857cb326.html 
56 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/324/7.PDF 
57 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/324/7.PDF 
58 https://blog.axway.com/amplify/b2bi-edi-b2b-integration/axway-b2bi-connects-asw 
59 https://resources.axway.com/public-sector/success-story-asean-single-window 
60 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/324/7.PDF 
61 https://asw.asean.org/index.php/nsw/thailand/thailand-general-information 
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図 4-1 域内他国とのATIGA Form Dのデータ連携方法 

 

出典：ASWの公式WEBサイト 

 システムの管理方法（管理者、運営コスト者等） 

- NSWの運営会社はThe Customs Dept. (Yip In Tsoi and partner社がサポート) 、維持管

理帰任社は関税当局、開発費用は政府予算約1400万ドル（ランニングコストは不明）であ

る。62,63 

 原産地証明書データの管理方式（締約国共通のデータセンターで管理しているのか。各国で個別

に管理しているのか） 

- 原産地証明書データは国内で管理している。64 

 原産地証明書を取消す場合の対応（タイ商務省外国貿易局WEBサイトより）65 

- NSWより、ASEAN Singe Windowsを経由して、相手国NSWにキャンセル・リクエストする。 

- 相手国にてキャンセル不可ならば、相手国NSWを経由し「Not Processed」のメッセージを

NSWに送信する。 

                         
62 https://www.jastpro.org/topics/pdf/asw_2012j.pdf 
63 https://www.yipintsoi.com/ 
64 https://edi.dft.go.th/Default.aspx?tabid=110 
65 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/324/7.PDF 



45 

- 相手国にてキャンセル可能ならば、相手国NSWを経由し「「Received」のメッセージをNSW

に送信する。 

図 4-2 ATIGA Form Dの取消しの仕組み 

 

出典：タイ商務省外国貿易局 

 システムの法的制度。（特に、納税関連国内法令の改正状況） 

- 「原産地証明書Form Dの発給にかかる商務省通達No.5／2562（2019）」により、電子原産

地証明書（Form D）の発給手続きを規定（マレーシア、インドネシア、シンガポール、ベト

ナム、ブルネイ、カンボジア、ミャンマー、ラオス、フィリピンに対応）している。66 

- タイ税関告示（187/2560）「ASEAN原産品にかかる特恵関税と免税の規則に電子原産地証明

書に関する第4条規則（e-Form D）が定められてASEAN Single Windowを通じた電子原産地

証明書（e-Form D）の受入が認められた（マレーシア、インドネシア、シンガポール、ベト

ナム、ブルネイ、カンボジア、ミャンマー、ラオス、フィリピンに対応）。6768 

- 「Electronic ATIGA Form D Process Specification and Message Implementation 

Guideline」に基づき、電子原産地証明書の取消と発給が可能である。 

 システム連携の進め方 

- タイ商務省主導によるシステム連携は以下の通り実施された。 

                         
66 https://www.dft.go.th/th-th/Detail-Law/ArticleId/14012/14012 
67 

http://th.customs.go.th/cont_strc_download_with_docno_date.php?lang=th&top_menu=menu_homepage&current_id=142328

324149505f48464b4b464b4a 
68 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/324/7.PDF 
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- 貨物情報（HSコード、商品概要、原産地基準、数量・重量、インボイス、等） 

4) 原産地証明申請情報の修正 

- 「sử a」ボタン／「xóa」ボタンを押せば申告した商品行を修正/削除 

5) 三国間貿易のチェックリストの申告 

- Third Country Invoicing/Exhibition/ Back to back CO 

6) 関連書類のアップロード 

- 税関申告書、船荷証券、インボイス等 

7) 署名及び書類送信（一時保存可能） 

8) 原産地証明書番号の受領（手続き完了） 

9) 原産地証明書の修正・取消し 

- 一度提出した原産地証明書を修正する場合は再度、変更申請先から承認を得る必要がある。 

- 原産地証明書番号は変更されない。 

- 原産地証明書を取消す場合は、取消手続きを行い、申請先から承認を得る必要がある。 

③ インドネシアにおける構築状況（INSW75） 

以下、INSWにおける主に原産地証明手続きに関する公開情報を整理した。 

 システムの使い方（申請者側、税関側） 

NSWシステムポータル、インドネシア・トレード・レポジトリ（INTR）、ウェブフォーム GA（Webform 

Government Agencies）、SSO（Single Sign-on）サービス、通関登録及び通関 EDI 登録等のアプリケー

ションが複数設置されている。INTR では、輸入者は HS コード検索（HS コード情報）、LARTAS 情報、

省庁／機関からの認可取得に関する情報、原産地規則に関する情報（FTA）等、輸入規定に関する多く

の情報を検索することができる。 

また同システムでは、輸入申告書、輸出申告書、許可証（ライセンス）、ATIGA(ASEAN物品貿易協定)

の電子原産地証明書、推薦状などのトラッキングも行える。76 

- 申請者側では、INSWシステムポータルで通関手続きを行うことができる。（メニューの

Aplikasi LNSW=>Portal System INSW)。また、DO Online/SP2 Onlineでは、Delivery 

Orderおよび最終請求書の発給が行える(メニューのAplikasi LNSW=>DO Online/SP2 

Online)。なお、原産地証明書の申請はe-SKAから行う。INSWウェブサイトメニューから

Aplikasi LNSW=>SSO=>e-SKA、若しくは直接e-SKAのウェブサイトへアクセスすることがで

きる。輸出業者はまずe-SKAに登録して、ユーザーIDを取得。これにより、e-SKA上で原産

地証明書の発給を申請することが可能になる。 

- 税関側では、Webform GAアプリケーションを通して許可証を作成し、申請者側の使用する

INSW Portalに承認済み許可証を送ることができる。 

 

                         
75 https://insw.go.id/index.php/home/menu/berita/74 
76 https://www.insw.go.id/index.php/home/menu/index.php 
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 申請者が使うURL 

- 通関手続き：https://apps1.insw.go.id/ 

- 原産地証明手続き：https://e-ska.kemendag.go.id/home.php 

 他国とのシステム連携実績、連携に向けた他国との協議状況 

- ASWと各国NSW間で相互に接続し、ATIGA e-Form Dがインドネシア、シンガポール、マレー

シア、タイ、ベトナム、ブルネイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、フィリピンの10カ

国で導入完了している。77 

- 上記ASEAN諸国に加え、中国及び韓国とはナショナルシングルウィンドウを通して、FTAに

基づいた原産地証明書の電子的交換（電子データ交換（EDI））が始まっている(中国：Form 

E, 韓国：Form AK)。78 

- シンガポールのリー・シェンロン首相とインドネシアのジョコ・ウィドド大統領は2019年

10月8日の会談で、NSWの相互接続など、両国の協力関係強化に向けて合意している。79 

 発給された原産地証明書データが輸入国側システムで受け付けられるよう互換性を持たせるため

の手法 

- ASWでは、各国のNational Single Windowから一度ASW Gatewayを経由してから相手国の

National Single Windowに情報を流すことで、データの互換性を持たせている。80 

 セキュリティ対応 

- ASEAN Single Window Technical Guidanceに基づきセキュリティの安全性を確保すると

し、システム管理者であるLNSWが毎年セキュリティアセスメントを行っている。81 

 システムの管理方法（管理者、運営コスト者等）82 

- INSW管理者：Lembaga National Single Window 

- INSW運営コスト：2018年度予算 システム運営費Rp 6.8 billion (約5000万円)、通関関

連電子データ交換費用Rp 76.7 billion（約5.7億円）  

 原産地証明書を取消す場合の対応 

- 電子的交換される原産地証明書の取消（却下）を含むステータスの確認はe-SKAシステム上

可能なようだが、取消方法などは不明である。83 

 

 

                         
77 https://asw.asean.org/index.php/about-asw 
78 https://e-ska.kemendag.go.id/home.php/home/news_detil/808、https://e-ska.kemendag.go.id/home.php/home/news_detil/755 
79 https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/dda61258d061283e.html 
80 https://www.apec.org/-/media/APEC/Publications/2018/8/Study-on-Single-Windows-Systems/218PSUStudy-on-Single-Windows-

Systems.pdf 
81 https://www.apec.org/-/media/APEC/Publications/2018/8/Study-on-Single-Windows-Systems/218PSUStudy-on-Single-Windows-

Systems.pdf 
82 https://www.apec.org/-/media/APEC/Publications/2018/8/Study-on-Single-Windows-Systems/218PSUStudy-on-Single-Windows-

Systems.pdf 
83 https://e-ska.kemendag.go.id/uploads/SE%20-%20Penjelasan%20Status%20Transmisi%20Data%20e-Form-fin.pdf 
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 システムの法的制度（特に、納税関連国内法令の改正状況） 

- 2014年7月17日付財務大臣規程第76号にて、貨物の通関手続き、輸出入の実績、監査な

どナショナルシングルウィンドウ(INSW)を用いて一元的に行うことを定めた。84 

- 法令：大統領令2018年第44号 5月31日85 

 輸出入に係る通関書類、検疫書類、許認可書類、港湾／空港書類、その他の書類は、

サービス利用者により各省庁へ、INSWを通じて提出されるとし、INSWシステムの運

用、アドバイザ リー評議会、ナショナルシングルウィンドウ庁、シングル・ウインド

ウ・サ ービス・ユニット、などについて定めなおした。 

- 法令：商業大臣規則No.22/M-DAG/PER/3/2015 3月20日86 

 輸出品原産地証明書は、商業大臣が定めた原産地証明発給機関（IPSKA）がオンラ イ

ン・システムe-SKAを通じて発給するとした。 

④ インドにおける構築状況（SWIFT87/DGFT88） 

インドでは、政府のデジタル化促進政策「DigitalIndia」に沿って、関連する政府機関に電子データ

交換（EDI）を提供するための主要なプロジェクトを進め、2016年にSingle Window Interface for 

Facilitating Trade(SWIFT)を運用開始した。現在、SWIFTには外国貿易総局（DGFT）を含めた62の政

府関連機関が参画している。 

これに伴い、2016年4月1日から施行される全ての輸入規制情報要件に対する単一の輸入申告または

統合申告の実施により、関係する政府機関による輸入通関に必要な情報は、単一のエントリポイント、

つまり税関ゲートウェイ（ICEGATE）に統合された。従って、異なる機関が必要とする個別の申請書は

不要となった。 

また、SWIFTの運用開始後、インド政府では、紙媒体の文書を排除するためのさらなる措置が進行中

である。 

上記の文脈に沿って、商工省の外国貿易総局（DGFT）は2019年9月16日付で官報89を公示し、原産地

証明書の電子手続きのための共通デジタルプラットフォーム90を発表した。プラットフォームの利用に

より、以下の項目が実現される。 

 原産地証明書及び発給プロセスのペーパレス化 

 国・製品ごとのFTA利用ガイダンス 

 貿易相手国との原産地証明書の電子的交換 

 輸出業者の取引コスト及び時間の削減 

現状、インドの原産地証明書は外国貿易総局（DGFT）、輸出管理委員会（EIC）、水産物輸出開発局

（MPEDA）、繊維委員会、タバコ委員会が指定発給機関となっている。また、インドでは15の自由貿易

協定（FTA）及び特恵貿易協定（PTA）に署名している。このうち、先ずはインド・チリPTAからプラッ

                         
84 https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/trade_02/pdfs/idn2D010_imp_kanren.pdf 
85 https://indonesialink.net/indomalco/archives/keizai/2018-06/ 
86 https://indonesialink.net/indomalco/archives/keizai/201508-2/ 
87 https://digitalindia.gov.in/content/single-window-interface-trade-swift 
88 https://coo.dgft.gov.in/ 
89 https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1585169 
90 https://coo.dgft.gov.in/ 
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トフォーム上での原産地証明書の電子的交換（原産地証明書の媒体（PDFファイル、HTML等）は不詳）

を実施するとの計画を明記している。以下に、DGFTのプラットフォームの利用方法を示す。 

 ステップ1：ログイン 

IEC（輸出入事業者コード）、パスワード、キャプチャ認証を入力してログインする。 

図 4-3 ログイン画面 

 

 ステップ2：原産地証明関連データの入力 

協定や原産地証明発給機関等を選択する。 

図 4-4 原産地証明関連データの入力画面① 
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取扱製品情報（HS Code、製品詳細情報、数量、FOB価格等）を入力する。 

図 4-5 原産地証明関連データの入力画面② 

 

 ステップ3：原産地証明申請に必要な各種書類のアップロード 

アップロードファイルは2MBまでの制限がある。書類の種類等についての記載がない。 

図 4-6 原産地証明関連書類のアップロード画面 
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 ステップ4：原産地証明申請の提出・一時保存 

上記までの情報を提出して原産地証明を申請する。なお、一時保存も可能である。 

図 4-7 原産地証明申請の提出・一時保存画面 

 

 ステップ5：申請内容を確認する 

申請内容を最終確認して、修正があれば戻り、修正が無ければ支払い画面に進む。 

図 4-8 申請内容の最終確認画面
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3 図 2-2 ログイン画面

4 図 2-3 初期設定

4 図 2-4 会社印鑑・サイン登録

5 図 2-5 原産地証明書の選択

6 図 2-6 一般原産地証明書申請情報記入画面イメージ
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7 図 2-8 貨物情報のエクセルファイルアップロード画面

7 図 2-9 申請進捗状況等の確認画面

8 図 2-10 申請進捗状況等の確認画面

9 図 2-11 輸入申告時における原産地証明書アップロード画面（江蘇省シングルウィンドウ）

10 図 2-12 EDI形式の原産地証明書情報入力画面

10 図 2-13 FTA協定に基づく農産物輸入申告画面における原産地証明書の取り扱い画面

18 図 3-6 韓国・台湾間のUtradeHub（KTNET）を利用した原産地証明フロー図及び対訳

19 図 3-7 韓国・中国間のEODESシステム（CO-PASS）を利用した原産地証明フロー図

20 図 3-8 CO-PASSのトップ画面

20 図 3-9 CO-PASSの原産地証明書情報照会画面（左：項目の和訳、右：実際の画面）

22 図 3-11 FTA Koreaのサービス概念図

25 図 3-15 ログイン画面

26 図 3-16 初期設定画面

26 図 3-17 署名登録

27 図 3-18 基礎データフォーマットの入手・作成

28 図 3-19 基礎データのアップロード・修正

29 図 3-20 原産地証明書の作成画面

29 図 3-21 原産地証明書の進捗状況・確認画面

30 図 3-22 原産地証明書の印刷画面

33 図 3-24 UNI-PASSへの登録画面

33 図 3-25 ログイン画面

34 図 3-26 通関業者の登録画面

34 図 3-27 各種書類の電子提出用画面

35 図 3-28 輸入申告書の一般的な事項を入力する画面

35 図 3-29 輸入申告書に貨物内訳、HS-CODE、関税率、関税減免適用等を入力する画面

36 図 3-30 UNIPASS上協定関税適用申請書作成画面

36 図 3-31 協定関税適用申請書の詳細情報を入力する画面

37 図 3-32 協定関税適用申請書（一部和訳）

38 図 3-33 輸入申告済証照会へのアクセスパス

39 図 3-34 輸入申告済証のサンプル

44 図 4-1 域内他国とのATIGA Form Dのデータ連携方法

45 図 4-2 ATIGA Form Dの取消しの仕組み

50 図 4-3 ログイン画面

50 図 4-4 原産地証明関連データの入力画面①

51 図 4-5 原産地証明関連データの入力画面②

51 図 4-6 原産地証明関連書類のアップロード画面

52 図 4-7 原産地証明申請の提出・一時保存画面
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53 図 4-9 支払い決済手続き画面
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